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1．はじめに

　平成15年の地方自治法改正により，公共施設

の運営を民間事業者に委託する制度として指定

管理者制度が創設，平成 18 年には「競争の導入

による公共サービスの改革に関する法律」（公

共サービス改革法）が制定された。今や，公共

施設の運営，地方公共団体の窓口事務も含め，

公共サービスの実施に民間事業者が関与するこ

とは珍しいものではない。

　さらに，令和 6年の地方自治法改正により，

指定地域共同活動団体制度も新たに設けられた。

同制度の創設趣旨・意義として，総務省は，人

口減少・少子高齢化に伴い，地域社会では様々

な資源制約に直面すると問題意識を明らかにし

た上で，これまで行政が担ってきた機能につい

て，地域社会の多様な主体が連携 ･協働してい

くことが必要であると説明する 1)。

　この一連の制度整備は，公共サービスの担い

手の多様化，「官から民」へという動きの中か

ら生じている。他方，実態を見渡すと，「民から

官へ」ともいえる逆転現象も生じている。

　本稿では，民によるサービスの領域と公共

サービスの領域の境界，特に地域における各主

体間の事業領域が曖昧化しているのではないか

という問題意識の下，公共サービスの実施主

体・供給者の在り方の変容を踏まえ，足元で生

じつつある中小企業概念問題の整理，考察して

いく。

　なお，本稿は筆者個人の見解を示すものであ

り，所属する組織の見解を示すものではない。

2．公共サービスの「官から民へ」の流れ 

　まず，公共サービスの概念，定義については，

講学上は，サービスの実施主体から捉える考え

方とサービスの性質から捉える考え方がある。

前者は，行政機関が実施するサービスを公共

サービスと捉えるものであり，後者は，実施主

体を問わず公共・公衆のためのサービスを公共
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サービスと捉えるものである 2)。「官から民へ」

の流れというのは，基本的には，前者の観点か

ら公共サービスを捉えており，公共サービス改

革法では，「国の行政機関等の事務又は事業と

して行われる国民に対するサービスの提供その

他の公共の利益の増進に資する業務」と定義し

ている。

　公共サービス改革法の成立以前にも，昭和 56

年の臨時行政調査会第 1次答申で，三公社（専

売公社・電電公社・国鉄）について，官業と民

業との役割分担の在り方から民営移行の検討を

進めるとされ，昭和 58 年の第 5 次答申では，

「官から民へ，国から地方へという行政改革の

基本方向」に沿った取組を進めることとし，

「官から民へ」のキーワードが政府文書に登場

するようになる。地方公共団体に対しても，昭

和 60 年の地方行革大綱で公共施設の民営化を

進めるべきと方針を示す。このように，「官か

ら民へ」の流れは，主に行政改革を目的として

行われてきたものといえる。

　また，行政改革以外の側面として，公共サー

ビスの担い手論，すなわち，公共・公衆のため

のサービスの実施主体として，国・地方公共団

体（官）と民のどちらがふさわしいか，より良

い公共サービスを提供できるのかといった議論

も活発となる。

　平成13年に閣議決定された「今後の経済財政

運営及び経済社会の構造改革に関する基本方

針」，いわゆる骨太の方針では，「国民は，納税

の対価として最も価値のある公共サービスを受

ける権利」を有するとした上で，市場メカニズ

ムを活用した公共サービスの提供を進めるとし

ている。

　平成 14 年には，総合規制改革会議が「中間と

りまとめ－経済活性化のために重点的に推進す

べき規制改革－」をまとめ，官民役割分担の再

構築として，公共サービスへの民間参入を促進

していく方向を打ち出した。同年に開催された

地方分権改革推進会議でも地方公共団体が運営

する公共施設の管理に関する「地方の事務事

業の在り方に対する意見」がとりまとめられ，

平成15年に地方自治法が改正，指定管理者制度

が導入される。

　そして，平成 16 年に閣議決定された「今後の

行政改革の方針」において，「国の事務事業に

ついて，官で行わなければならないかという視

点に立って根底から検証」，「「市場化テスト法」

（仮称）も含めた制度の整備を検討」するとさ

れ，この市場化テスト法に当たるものとして，

平成 18 年に公共サービス改革基本法が成立す

る。

　公共サービス改革法は，その趣旨を第 1条に

規定しており，「公共サービスに関し，その実

施を民間が担うことができるものは民間にゆだ

ねる観点から，これを見直し」，「公共サービス

の質の維持向上及び経費の削減を図る改革」を

進めるとしている。

　公共サービス改革法に基づく基本方針では市

場化テストの対象となる事業を選定しており，

同法が制定された平成18年の方針では，統計調

査関連業務，登記関連業務，当時の社会保険庁

関連業務，ハローワーク関連業務等を列挙，同

法の施行後，令和 6年 3 月までの 18 年間で計

438 事業が選定されている 3)。

2） 公共サービスの講学上の概念は今村（1997）が詳しい。
3） 官民競争入札等監理委員会「公共サービス改革報告書」（令和 6年 7月 20 日）
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　また，地方自治法に基づく指定管理者制度に

ついては，総務省が運用状況をとりまとめてお

り，令和 3年 4月 1日現在で，指定管理者制度

が導入されている施設数は 77,537 施設であり，

このうち株式会社が指定管理者となっている施

設は 18,371 施設であり，全体の 2割強を占める。

指定管理者制度の創設移行，株式会社が占める

比率は上昇，財団法人・社団法人等の非営利法

人が占める比率は低下傾向にある 4)。

3．官と民の事業領域の曖昧化

（1）「民から官へ」の逆転

　ここまで「官から民へ」の流れ，進展につい

て述べてきたが，足元では「民から官へ」の逆

転ともいえる現象も生じている。以下，特徴的

な事例を挙げる。

①奈良県川上村

・ 村内唯一のガソリンスタンドが平成 28

年に廃業。

・ 村でガソリンスタンドの施設を取得，条

例を制定 5) し，公共施設化。

・ 平成29年，村民を構成員とする一般社団

法人を指定管理者に選定し，ガソリンス

タンドの営業を再開。

②北海道占冠村

・ 村内トマム地区唯一のガソリンスタンド

が平成 25 年に廃業。

・ 村でガソリンスタンドの施設を取得，条

例 6) を制定し，公共施設化。

・ 平成29年，トマム地区の住民を構成員と

する一般社団法人を指定管理者に選定

し，ガソリンスタンドの営業を再開。

③福島県三島町

・ 町内唯一のガソリンスタンドが令和 2年

に廃業。

・ 町でガソリンスタンドの施設を取得，条

例を制定 7) し，公共施設化。

・ 同年中に，町の 100%出資の農業法人を

指定管理者に選定し，ガソリンスタンド

の営業を再開。

④長野県阿南町

・ 町内御供地区唯一のスーパーマーケット

が令和 4年に廃業。

・ 町が廃業した店舗を借り上げるととも

に，条例 8) を制定し，公共施設化。隣村

の泰阜村も一部予算を負担する形で改

修を実施。

・ 令和 5年，町内で他の商業施設を運営す

る協業組合を指定管理者に選定し，スー

パーマーケットの営業を再開。

　上記の事例は，いずれも民間が運営してきた

店舗・施設の運営主体を地方公共団体に移管，

地方自治法上の「公の施設」とした上で，事業

を継続運営する後継者事業者を指定管理者とし

て指定したものである。これらは，「官から民

へ」の流れで創設された指定管理者制度を用い

4） 総務省「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査」各回報告書
5） かわかみサービスステーションの設置に関する条例
6） 占冠村トマム給油施設の設置及び管理に関する条例
7） 三島町給油施設の設置及び管理に関する条例
8） 買物弱者解消対策商業施設の設置及び管理に関する条例
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つつも，その実態としては，「民から官へ」の事

業主体の変更といえる。

　また，地方公共団体が商業施設を新設，運営

主体となる事例もあり，例えば，広島県神石高

原町では町が出資する企業がローソンとフラン

チャイズ契約を結ぶ形でコンビニエンスストア

（ローソン神石高原町店）を 2011 年に開設して

いる。

　また，青森県八戸市では書店（八戸ブックセ

ンター）を 2016 年に開設，同書店の収支は八戸

市の会計上に組み込まれ，従業員も市に雇用さ

れる等，公設公営書店といえるものである。

　このような現象が生じる要因を考察してみる

に，まず地域内の需要の減少により，あるサー

ビスを提供していた民間事業者が撤退するが，

Ｘは地域住民の生活に必要不可欠であるため，

撤退事業者に代わるサービスの実施主体を確保

する必要があるが，何らかの困難性があり，行

政が主体とならざるを得なくなったということ

ではないだろうか。

　島根県津和野町では，同町日原地区で唯一の

スーパーマーケットの廃業を機に，買い物弱者

対策の検討を進め，結果，町が新たに公共施設

として商業施設を整備し，令和 6年に「まごこ

ろ市場にちはら」としてスーパーマーケットを

開設，山口県を地盤とする企業を店舗運営の指

定管理者としている，この開設に当たり，同町

は「本来ならば，商業施設は，民間の経営にお

いて維持されるものでありますが，人口減少に

より採算性等との観点から民間の力だけでは運

営が成り立たなくなりつつある現状において，

地域の生活インフラの維持という観点から，行

政が主体性をもって取り組んでいくしかないと

いう考えのもと施設建設を決断したものであり

ます。」としている 9)。

（2）公共サービスの供給の隙間

　公共サービスの範囲の概念，官と民，行政機

関と民間事業者の事業領域に揺らぎが生じてい

る。公共サービス改革法では，行政機関が行う

事務・事業を公共サービスと定義付けているが，

この定義付けは，そもそも行政機関以外の者が

行う公共的な事業を射程の外に置いている等，

問題点も多い。

　一般の用語，口語としての「公共サービス」が

意味する範囲は同法の定義よりも広い。例えば，

「公共交通機関」というときに，公営バス・鉄道

によるものを公共サービス，民営バス・鉄道に

よるものを非公共サービスとあえて分けて考え

るかというものがある。この点について，公共

サービス改革法が定義するところの公共サービ

スとは公共サービスの最狭義，「行政サービス」

しか捉えていないという批判がある 10)。

　公共サービス改革法の定義には限界が生じつ

つあり，近年は，政府文書においても「生活

サービス」，「生活必需サービス」，「生活インフ

ラ」等の用語が用いられ始めている。これらは，

サービスの実施主体が行政機関であるか否かに

問わず，住民の日常生活に必要なサービス，食

料品や燃料等の生活必需品の販売事業等も含め

た概念として用いられている 11)。

　ただ一方，生活サービスには，日常生活の維

9） 令和 6年 3月 26 日，津和野町地域活性化複合施設竣工式
10） 今村（2009），高橋（2015）等
11） まち・ひと・しごと創成総合戦略（平成 26 年閣議決定），社会資本整備重点計画（令和 3年閣議決定），デジ

タル田園都市国家構想基本方針（令和 4年閣議決定）等
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持には必ずしも直結しないサービスが含まれて

いる。そこで図 1のように整理したい。

　まず，公共サービスの外縁を社会を維持する

ために必要不可欠なサービスと置き，「生活

サービス」と，これに該当しない「非生活サー

ビス」によって構成される。両サービスの需要

が全て満たされている状態を公共サービスが不

足なく提供されている（社会が維持されてい

る）と捉える。このサービスの需要を官と民で

満たしている。

　「官から民へ」の流れとは，官は，官（行政機

関）にしか提供し得ないサービスに集中すると

いうことであり，図 2のような状態になること

を理想とし，生じた隙間は，民（民間事業者）

によって満たされるという前提に立っていた。

また，公共サービスの外縁は，時代，社会変化

に応じて変わるものとして，公共サービス足り

得なくなったものは廃止するとも併せ，官のス

リム化を狙っていた。

　しかし，現状，図 3のように「官から民へ」

の流れで生じた隙間が民で満たされなくなった

ばかりか，これまで民がサービス供給していた

分野に新たな隙間が生じ，この隙間を埋めるた

めの逆流が生じている。

　また，本稿冒頭で指定地域共同活動団体制度

に触れているが，地方自治法では，「良好な地

域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活

動であって，地域において住民が日常生活を営

むために必要な環境の持続的な確保に資するも

のとして条例で定めるもの」を「特定地域共同

活動」とし，この活動を行う住民団体を市町村

が指定することによって「指定地域共同活動団

図 1　公共サービスの範囲 図 2　官から民への理想

筆者作成

図 3　現状

筆者作成 筆者作成
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体」となると定義する。市町村は，指定地域共

同活動団体に行政事務を随意契約で委託でき，

また，行政財産の貸付その他必要な支援を行う

ことができるとしている 12)。

　指定管理者制度は，公の施設の管理を「事業

者」に委託することを前提としているが，指定

地域共同活動団体制は一定の活動を行う「住民

団体」を指定することを前提に置く。今後，官

（行政機関），民間事業者だけではなく，住民も

公共サービスの実施主体として位置づけられて

いくことが予想され，この場合，公共サービス

の隙間を三者のどのような役割分担の下で埋め

ていくかが課題となる。

　また，民の事業領域とされていた分野に官が

進出していく際，その妥当性，コンセンサスを

どのように得ていくかも課題となる。

　上記（1）③の福島県三島町のガソリンスタン

ドの事例では，条例案が令和 2年 9月議会に提

出されたものの撤回，翌月に開かれた臨時議会

に改めて条例案を提出し，可決された。その際

も，採算性の検討が不十分，町が予算・人員を

投入してまでガソリンスタンドを必要とする理

由が乏しい，隣町のガソリンスタンドとの連携

では不十分なのか等の反対意見があったことが

確認できる 13)。

　この他にも，山形県白鷹町で公設コンビニエ

ンスストアとしてファミリーマート白鷹さくら

の店を開設するに際し，町がコンビニエンスス

トアを建設することにより近隣の既存商店の経

営を圧迫するおそれがあり，公益性に欠けると

して住民監査請求が行われている 14)。

　これらは，どこまでを公共サービスと捉える

かは各人によって異なることを露わにするもの

である。また，地域や住民構成によっても判断

が異なる可能性はある。ガソリンスタンドにつ

いても，自家用車がなければ生活が成り立たな

い地域である福島県三島町ですらガソリンスタ

ンドの公設民営化の合意形成は難しかった。そ

うすると，交通網が発達した都市部では，ガソ

リンスタンドはどのような位置づけとなるだろ

うか。スーパーマーケットやコンビニエンスス

トアについても，インターネット通販に抵抗が

ない住民が多かった場合は，公共サービスとは

扱われないかもしれない。

（3）マイクロマーケットへの対応

　公共サービスは，地域で需要があるが故に地

域で存在し，供給が求められる。一種の市場で

あるから，需要が小さくなり，その再拡大も期

待できなくなると，市場原理に応じて既存の供

給者は撤退し，新規参入も途絶える。

　今後，地域において公共サービスの供給を維

持する，既に生じつつある供給の隙間を埋めて

いくためには，縮小した需要（マイクロマー

ケット）への対応策の検討は避けられない。

　国土交通省が平成26年にまとめた「国土のグ

ランドデザイン 2050」では，「都市機能の維持

には，様々な都市サービスを提供するサービス

産業が成立する必要があるが，そのためには一

定の商圏規模，マーケットが必要となる。」と

し，人口規模別のサービス施設の存在確率を推

計している。これによれば，地方公共団体の人

12） 地方自治法第 260 条の 49 の 2 項（団体の定義），同 6項（事務の委託特例），同 7項（行政財産の貸付特例）
13） みしま議会だよりNo. 191
14） 白鷹町事務監査請求監査結果（令和 3年 2月 9日）
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口規模が27,500人を下回ると一般病院の存在確

率は 80 ％を切り，7,500 人を切ると 50 ％を切る。

経営分野における商圏人口の考え方と親和性が

ある。

　商圏人口が減少した地域への対応は民間事業

者側でも進んでおり，ミニスーパー・マイクロ

スーパー，無人店舗等のビジネスモデルが展開

されている。例えば，スーパーマーケットのボ

ランタリーチェーンである全日食チェーンでは，

1km商圏人口 3,000 人程度の地域を想定した小

商圏スーパーのビジネスモデルを平成 19 年か

ら展開を開始 15)，さらに平成 25 年頃からより

小さな商圏人口に対応したビジネスモデルの開

発を進め，平成 26 年には，島根県雲南市で廃校

となった小学校を店舗に改装，地域の住民団体

を実施主体とする「はたマーケット」をマイク

ロスーパーとして稼働させた 16)。

　また，公共サービスを提供する実施主体の集

約あるいは商圏人口そのものの集約を促すこと

でマイクロマーケットを解消するという動きも

ある。前者はいわゆる共倒れの防止であり，行

政機関が運営する施設・公共サービスの集約の

他，令和2年に成立した独占禁止法特例法 17) で

は，第 1条に「地域において，人口の減少等に

より地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地

域銀行」が「持続的にサービスを提供すること

が困難な状況にある」とした上で，乗り合いバ

ス事業，地方銀行の合併・経営統合を促進する

ために独占禁止法の特例を設けている。後者は，

集落等が分散している場合に，集住を促すこと

で，一定域内の人口数・人口密度を高めること

で商圏人口を維持するというものである。

　以上，マイクロマーケットへの対応策として

は，縮小した需要の規模に適応したビジネスモ

デルの開発，実施主体の集約，人口集約による

マイクロ性の解消があると整理できる。ここま

で触れてきた「民から官へ」の現象も，地域が

マイクロマーケット問題の対応策を講じていく

中で生じたものと考えられる。

4． 地域と中小企業の関係・中小企業概念問題

の考察

　少子高齢化に伴う人口の減少により，地域に

よってはマイクロマーケット問題が生じ，そこ

では，公共サービスに関する官と民の事業領域

が変化し，「官から民へ」として官が引いた境

界線はおろか，伝統的又は暗黙のうちに民の事

業領域とされていた分野にも隙間が生じている。

このような状況の中で，民の中でも企業ではな

く住民団体が事業主体となる例も現れている。

　これら一連の現象は，中小企業の概念にも影

響を与えるとともに，地域と中小企業の関係を

再整理する必要性を示唆する。

（1）中小企業の概念

　中小企業研究史を振り返れば，中小企業の概

念，研究主体としての中小企業の捉え方は，

度々，議論の俎上に載せられた。戦前・戦後間

もなく，山中篤太郎等が大企業を中心とした中

での「中小企業問題」を論じる一方，末松玄六

15） 平成 22 年 10 月 21 日「流通ニュース」，
16） 国土交通省地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会第 4回（平成 27 年 3 月 24 日）全日

食チェーン発表資料
17） 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律
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は「中小企業問題」からではなく「中小企業の

経営的本質」からの分析も必要であると主張 18)

したことからも，中小企業研究の草創期からの

テーマである。

　中小企業研究の草創期から長らくの間，市場

におけるプレイヤー，主体の中心は「会社」で

あった。中小企業研究も自ずと「会社」とその

共同体である組合等の「中小企業団体」を中心

にされてきた。

　昭和 38 年に成立した中小企業基本法では，

「中小企業」とは，資本金又は従業員数の規模が

一定以下の「会社」又は「個人」であると定義

し，その考え方は逐次改正を経ても変わってい

ない。

　中小企業基本法の定義によれば，上記 3．（1）

①，②の奈良県川上村と北海道占冠村のガソリ

ンスタンドの事例は，施設の設置者である地方

公共団体，指定管理者である一般社団法人は，

いずれも同法上の中小企業には含まれ得ない。

また，構成員が住民である一般社団法人を中小

企業団体と捉えるのも難しい。

　他方，独占禁止法等の競争法の視点から見た

場合，地方公共団体であろうが，一般社団法人

であろうが，反復継続して事業を行うものは等

しく事業者と扱われる 19)。この場合，奈良県川

上村と北海道占冠村のガソリンスタンドの事例

は，企業の事例とまではいえないにしても，事

業者の事例とはいえる。また，事業の規模から

して，中小企業とはいえずとも中小事業者では

あるといえる。

　中小企業を中小企業たらしめるもの，あるい

は，外部の観測者から見た中小企業らしさとい

うものを中小企業性というならば，それは事業

者の組織・法人格の種類に依拠するのだろうか。

市場や取引関係において大企業に劣後する存在，

中小企業問題を有する存在を中小企業と捉える

ならば，ガソリンスタンドを経営する一般社団

法人・住民団体という存在にも中小企業性は宿

り得るし，大企業にはない経営上の特質・経営

行動をとる存在を中小企業と捉えた場合も同様

である。

　また，近年，地域と中小企業を関連付けた研

究は珍しくなく，日本中小企業学会でも「地域

社会に果たす中小企業の役割（2016 年）」，「地

方創生と中小企業　地域企業の役割と自治体行

政の役割（2017 年）」を大会統一論題としてい

る。政府側でも，地域の課題解決を目指す企業

をローカルゼブラ企業と持て囃す。地域で唯一

のガソリンスタンドが廃業したという課題に対

し，「会社」である中小企業課題解決に乗り出

すとローカルゼブラ企業になるのだとしたら，

同じことを「住民団体」が行った場合，それは

中小企業研究上，どのように位置づけられるの

だろうか。

　「会社」，「中小企業団体」以外のプレイヤー

が市場で珍しくなくなる中，特に，地域と中小

企業を結び付ける中では，中小企業研究の射程，

中小企業概念を広く持つ必要も出てくるのでは

ないだろうか。また，同時に，一定規模以下の

企業・事業者を一律に中小企業とラベリングす

ることの妥当性・是非についても改めて検討し

ていく必要があるのではないだろうか。

18） 山中篤太郎『中小工業の本質と展開 -国民経済構造矛盾の一研究 -』（有斐閣，1948 年），藤田敬三・伊東岱吉
編『中小工業問題の本質』（有斐閣，1948 年），末松玄六『中小企業の合理的経営―失敗原因とその克服―』（東
洋書館，1952 年），同『中小企業経営論』（ダイヤモンド社，1956 年）等

19） 独占禁止法上の事業者性を認めたものとして都営芝浦と畜場事件等がある。
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（2）中小企業と地域住民の関係

　公共サービスの供給の隙間を埋めていく中で

は，地域住民との関係は重要となる。行おうと

する公共サービスが足り得るかは地域での合意

形成，すなわち地域住民の理解が必要不可欠と

なる。また，上記 3．（1）①，②の奈良県川上

村や北海道占冠村のように住民団体がガソリン

スタンドを経営することもある。

　ここで，中小企業と地域住民の関係をどのよ

うに整理するかも一つの論点となる。住民団体

が提供する公共サービスを，地域の中小企業が

利用するという構図もあり得る中，中小企業を

公共サービスの供給側，地域住民を公共サービ

スを受ける側と単純に対比させることはもはや

現実的ではない。また，そもそも，中小企業と

地域住民，中小企業団体と住民団体は別次元の

存在と捉えること自体も難しくなっている。

　特に，中小企業団体と住民団体の境界線は曖

昧化しつつある。例えば，林業者の組合である

森林組合は，平成 28 年の森林組合法改正によ

り，認可地縁団体への組織変更が可能になった。

林野庁の「生産森林組合の組織変更等の状況

（令和 6年 3月）」によれば，改正法が施行され

た平成29年度から令和4年度までに152組合が

認可地縁団体へと組織を変更している。このよ

うな住民団体への組織変更ニーズは他の団体で

もあり，内閣府規制改革推進室には，組合員の

大半が廃業したシャッター商店街である商店街

振興組合から，街路灯や防災用品の管理の継続

を目的に，商店主以外の住民も参加しやすい組

織となるため，認可地縁団体に組織変更できる

ようにしたいとの規制改革要望が寄せられてい

る 20)。また，実態面でも，商店街振興組合の解

散後に，住民団体が街路灯等の残余財産の管理

を請け負っている例が既に確認できる 21)。

　森林組合や商店街振興組合等の地理的範囲，

地縁に基づいて設立される団体の場合，協同組

合精神でいうところの共同事業よりも，共益事

業や地域貢献事業が主たる取組となっているこ

とも珍しくない。しかし，これは，元々，中小

企業団体，その構成員たる事業者として取り組

んでいたというよりも，地域の構成員として取

り組んでいたというべきではないだろうか。

　中小企業団体に関する法整備に比して，住民

団体に関する法整備は遅れをとっており，戦前

からの産業組合法の流れも汲む中小企業等協同

組合法は昭和24年に成立，商店街振興組合法も

昭和37年に成立したのに対し，認可地縁団体制

度は平成 3年の地方自治法改正によって誕生し

た。また，「会社」以外の社団法人を自由に設立

できるようになったのは，平成18年の一般社団

法人法成立を待たなければならない。仮に，昭

和 30 年代・40 年代に認可地縁団体制度や一般

社団法人制度があった場合，商店街振興組合で

はなく認可地縁団体や一般社団法人による法人

化を選択した商店街もあるのではないだろうか。

　商店街振興組合自身も，その根拠法である商

店街振興組合法の成立過程を振り返れば，商店

街という地域には構成員の中には事業者以外の

存在もいるが故に当時の中小企業等協同組合法

による法人化は困難であるという認識の下，事

業者以外の存在（事業者ではない個人（住民），

寺社仏閣等）も組合員として加入し得るものが

求められ，個別の法人格として誕生したもので

20） 規制改革・行政改革ホットライン（縦割り 110 番）令和 5年度受付番号 282
21） 磐田銀二商店街振興組合（静岡県），一宮市駅西商店街振興組合（愛知県）等
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ある 22)。商店街振興組合法では，商店街振興組

合の組合員の過半数が小売商業又はサービス業

に属する事業を営む者であることを求めている

が，これは反対解釈として，半数未満であれば

事業者以外の存在が組合員であることを許容す

るものである。

　上記の規制改革要望は，住民団体としての色

彩が強まる商店街振興組合も現れたが故に出て

きたものではないだろうか。商店主であった組

合員が商店を廃業することで，事業者以外の存

在として組合に残り続け，組合としての活動内

容も変わるものはないとすると，それは事業者

団体としての商店街振興組合の活動なのか，商

店街という地域の構成員である住民を中心とす

る団体による活動なのか，曖昧になっていると

いえる。

　はたして，中小企業団体と住民団体，中小企

業と地域住民に本質的な差異はあるのだろうか。

　公共サービスの供給は，公益的な事業である

と同時に共益的な事業でもある。地域の構成員

がそれぞれのノウハウ・労働力を含む資源を供

出しあう中で，商店経営者でもある住民Ａ，農

家である住民Ｂ，年金生活者Ｃがいるという中

で，単に住民Ａを中小企業とラベリングしてい

るだけなのかもしれない。ラベルを剥がし，単

に公共サービスの利用者視点で見た場合，地域

内のスーパーマーケットで買い物をしたとして，

その店舗は誰が運営しているのか，中小企業で

あるのかを意識するだろうか，また，祭りの屋

台が住民団体によるものか商店街によるものか

で意識は変化するだろうか。利用者から見た場

合，スーパーマーケットは誰が運営しようが

スーパーマーケットであり，祭りの屋台は祭り

の屋台であって，そこで中小企業性の有無は重

要とはならない。

　中小企業基本法は，中小企業として想定され

る事業体の組織，法人格を「会社」とする。

　一般に，会社とは営利を目的とする社団であ

ると解されている。旧有限会社法では，商行為

その他の営利行為を目的とする社団を有限会社

と規定していた。また，旧民法では，営利を目

的としない社団は主務官庁の許可により法人格

を取得することができるとした（旧民法社団法

人）。

　社団は，人的結合体と言い換えることもでき

る。筆者としては，地域の住民団体，地域の中

小企業・中小企業団体，両者の構成員の重なり

が多くなることによって，地域内で地縁に基づ

く人的結合体としての住民団体・中小企業・中

小企業団体の統合・再構成が進んでいるのだと

考える。

　地域の構成員の全てを含む上位集団を仮に地

縁集団とする。様々な属性・職能を持つ構成員

は，地縁集団内で求められる役割に応じ，機能

分化していくことで内部集団が生まれ，ある集

団は企業・会社として分立し，ある集団は住民

団体として分立する。地縁集団の中に，役割・

機能別の人的結合体が内部集団として存在する

状況となる。また，各構成員は同時に複数の内

部集団に属することもある。

　地縁集団の総構成員が多くなると，その内部

集団である企業・会社と住民団体の間で構成員

の差異・偏りが大きくなり，互いを別のものと

して認識するようになり，外部から観察した場

22） 商店街振興組合法制定運動があった昭和 34年から 37年の国会会議録，与野党が提出した組合法案から当時の
議論を確認できる。一連の過程については，濱満久（2008）が詳しい。
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合も別の存在と映るようになる。反対に，地縁

集団の総構成員が少なくなると，企業・会社と

住民団体は内部集団として分立を維持できなく

なり，あるいは分立の必要性が薄れ，地縁集団

内で統合，その時々で求められる形へと再構築

される。

　現実にも，過疎地域において地域内の各種団

体（町内会，社会福祉協議会等）を一元化，新

たな団体を再構築する動きがある 23)。

　マイクロマーケット問題に当てはめると，地

縁集団内で，企業・会社という内部集団を分立

して存在させることができなくなり，その機能

を既存の住民団体が吸収，あるいは需要に応じ

た新たな内部集団が再構築されたといえる。そ

れは，外部から観察した場合，地域の企業が廃

業・撤退し，その後に住民団体が参入している

ように見えるのかもしれない。これを中小企業

の喪失とみるか，マイクロマーケット，需要規

模に応じた適正規模の事業体へと再構築された

とみるべきか。

（3）地域における中小企業の位置づけ

　中小企業研究の草創期に中小企業概念につい

て議論があったのと同様に，中小企業政策の在

り方についても議論はあり，時代に応じて変化

してきた。

　昭和38年の中小企業基本法制定時には，政府

案の他，社会党案，民社党案も提出された。政

府案は，大企業と中小企業の間に生産性の格差

が存在することを問題と捉えた上で，その格差

の是正を政策目的・政策の方向性に据える。社

会党案は，問題意識そのものは政府案と大きな

隔たりはないものの，政策目的・政策の方向性

は，やや保護色が強く，中小企業の事業分野の

確保，中小企業とその労働者の福祉増進に重き

を置く。勤労事業者という概念を設けているの

も社会党案の特徴である。民社党案も，社会党

案と同じく労働者の福祉増進に重きを置く。

　一般に，中小企業基本法の政府案は，経済政

策の論理の下での中小企業政策を設計，社会党

案・民社党案は，社会政策の論理の下での中小

企業政策を設計したものと評価される。一方，

政府案も経済政策に振り切れているかというと，

小規模企業の従事者が「他の企業の従事者と均

衡する生活を営むことを期する 24)」など，社会

政策の色彩も含むものとなっている。

　中小企業基本法は平成11年に改正され，中小

企業を弱者と見た上での大企業との格差の是正

ではなく，ベンチャー企業等，成長の苗床論と

見た上での成長促進へと政策目的・政策の方向

性の舵を変え，全体として社会政策の色彩は薄

まる。また，平成26年に成立した小規模企業振

興基本法では，地域社会に貢献する小規模企業

という概念 25) が誕生する。

　中小企業政策には，経済政策，社会政策，地

域政策の三つの論理があり，その時代や関係者

の政策思想に応じて，三つのうちどの論理から

中小企業を政策対象と捉えるかが変化，あるい

は比重が変化してきたと整理できる。

　筆者も，経済政策，社会政策，地域政策のど

の論理に重きを置くにせよ，中小企業政策には

一定の必要性があると考える。しかし，同時に

23） 総務省過疎問題懇談会平成 29 年度第 1回資料 4「過疎対策の現状と課題」
24） 制定時中小企業基本法第 23 条
25） 小規模企業振興基本法第 3条，18 条，19 条等
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中小企業を政策対象に置いた中小企業政策には

限界があるのでないかとも考える。特に，これ

まで本稿で論じてきた公共サービスの問題につ

いては，中小企業を政策対象にするという前提

の下に地域を見るのではなく，地域そのものを

政策対象に置き，その上で，マイクロマーケッ

トを政策課題と捉えるべきではないだろうか。

　中小企業を政策対象に置いた場合，政策の方

向性も自ずと中小企業の存続・存立へと引きず

られる。

　一方，地域を政策対象に置くならば，地域に

必要不可欠公共サービスの供給者の在り方，マ

イクロマーケットへの対応が議論の中心になる

だろう。

　この視点自体は新しいものではなく，公共

サービスの分野によっては無意識のうちに行わ

れている。例えば，人口減少の影響を受け，地

域で乗り合いバスを運行していた中小企業が廃

業し，地域内の公共交通網の維持に影響が出る，

そこで対応を検討するという場合に，バス会社

が中小企業であるのか，大企業であるのかは，

議論のメインテーマとはならないだろう。あく

までも，地域で必要な公共交通網をどのように

維持していくべきか，マイクロマーケットと化

してしまった乗り合いバス事業の在り方が議論

の中心になる。また，マイクロマーケットへの

対応を議論の中心に置き，その需要規模に適応

した事業と事業体の組織の在り方を検討した場

合と，中小企業としてのバス会社の存続を議論

の中心に置き，当該会社の経営の在り方を検討

した場合とでは，議論の有り様や結論も変わる。

　中小企業と地域の関係をどのように捉えるべ

きかについては，中小企業研究上も様々な論争

があるが 26)，筆者としては，地域社会が形成さ

れていく過程で求められた集団のごく一部が中

小企業とラベリングされたにすぎないのではな

いかと考える。このうち，公共サービス分野の

ように地域内の需要に依拠する集団は，需要に

応じて隆盛・縮小し，地域内においてその時々

に適応した形をとる。中小企業という形をとる

こともあれば，大企業という形をとることもあ

るし，住民団体という形をとることもあるし，

地域内で集団を構成することもできなくなった

場合には，外の地域から他の集団を取り込むこ

とすらあるだろう。中小企業の存立は地域に依

拠するかもしれないが，地域の存立は中小企業

に依拠するとは必ずしもいえない。

　地域において求められているのは，地域内の

需要を満たす事業やその担い手であり，中小企

業は，その選択肢・ある状況で適した形の一つ

にすぎないのだとすれば，地域において何を要

因に中小企業が現れ，どのような局面において

中小企業という形は大企業や住民団体に対して

優位性を発揮するのか，中小企業という形でな

ければ発揮し得ないのか，その観察・比較・分

析から中小企業と地域の関係を見出していくべ

きだと考える。

　中小企業を中心に置いた視点から見える地域

の問題と中小企業を他と並列に置いた視点から

見える地域の問題は異なる。地域・社会を維持

するために必要不可欠なサービスを提供する，

公共サービスの供給の隙間を埋めることを検討

26） 産地企業の存立，地域集積に関するもののほか，近年では，CSR（Corporate Social Responsibility），CSV
（Creating Shared Value）を切り口とした研究もあり，池田（2018），同（2022）のように中小企業と地域は
共生関係にあるとするものもある。
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していく際，中小企業がその能力を発揮する，

新しい公共サービス供給体系の中で一定の位置

を占めることもあるだろうが，中小企業を特別

視すると問題の本質を見誤る可能性がある。

5．おわりに

　本稿では，公共サービスを切り口に，地域が

マイクロマーケット問題に対応していく中で生

じつつある中小企業概念の問題の整理を試みた。

　中小企業研究は，中小企業を中心に置いたが

故に，中小企業を特別視しすぎているきらいが

ある。また，暗黙のうちに中小企業基本法上の

中小企業の定義に引きずられる。

　本稿で指摘した中小企業概念の問題は，中小

企業基本法の定義規定を「会社又は個人」から

「法人又は個人」へと改めれば，法制上は解消す

るかもしれない。しかし，その場合，住民団体

や地方公共団体 27) が中小企業として扱われる

ことを社会は受容し，理解を示すだろうか。法

制上で定義され，その定義に該当することと，

そこに中小企業性を見出せるか否かは別である。

　みなし大企業や大企業の減資を巡る問題が，

中小企業性を見出せる規模の上限論・組織の性

質論だとすると，本稿で指摘した問題は，中小

企業性を見出せる規模の下限論・組織の性質論

である。

　法制上の中小企業とは，大企業との対比的概

念であり，比較対象がいずれも「企業」である

ことを前提に置き，中小企業基本法では，中小

企業と大企業を分かつものとして資本金・従業

員の規模を採用する。では，「企業」とはいかな

る存在であり，「企業である個人」と「企業では

ない個人」・「企業ではないが事業者ではある個

人」を分かつもの，分類基準はどこにあるのか。

生業と企業，自営と賃労働，下請企業と家内労

働としての内職，近年ではフリーランスの事業

者性・労働者性等，企業の外縁を掴もうとする

中小企業研究は少なくないが，いまだ学術的・

社会的な共通認識を得るには至っていない。

　また，本稿の執筆時点で令和 6年改正地方自

治法は施行されたばかりであり，指定地域共同

活動団体制度の実際の運用状況は把握できてい

ない。同制度は，住民団体を市町村が指定する

ことを前提とするが，地方自治法の定義による

ところの住民とは「市町村の区域内に住所を有

する者」であり，特段の定め 28) がない中では，

そこには自然人たる個人だけではなく法人も含

まれるとするのが通説である。そうすると，仮

に，商店街振興組合や産地組合といった地縁に

基づく中小企業団体が指定を申し出た場合，市

町村はどのように判断すべきだろうか。住民団

体を中小企業と扱うことに違和感を覚えるのと

同様に中小企業団体が住民団体と扱われること

にも違和感を覚える。

　中小企業性をどこに見出すか，ひいては，企

業と企業以外の存在を分かつものは何か，これ

は，中小企業研究の観点からだけではなく，公

共政策・地方自治研究の観点からも整理が必要

になるだろう。

27） 地方自治法第 2条第 1項により地方公共団体は法人格を有する。
28） 認可地縁団体の場合は，構成員要件として「住所を有する個人」と規定する（自治法第 260 条の 2）。
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